
6-3 商取引安全

当初予算（ａ）

補正予算（ｂ）

繰越し等（ｃ）

合計（ａ+ｂ+ｃ）

基準値 目標値 達成

26年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

400程度 408 403 404 386 -
前年度比
で減少

- 前年度比で減少 前年度比で減少 前年度比で減少 前年度比で減少

基準値 目標値 達成

26年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

600程度 869 559 370 305 -
前年度比
で減少

- 前年度比で減少 前年度比で減少 前年度比で減少 前年度比で減少

達成

26年度 27年度 28年度

257 178 174

達成

26年度 27年度 28年度

10 8 10

※予算額・執行額については、複数施策に関連するものであり当該施策に限定した金額を抽出することが困難である
ことから、（項）消費者行政推進費の内数として表記している。

施策の予算額、執行
額等

1,200の内数 -

達成すべき目標 商品・サービスを安心して取引できる市場環境を実現する。

区分 26年度 27年度 28年度 29年度

652の内数

施策の概要 商品先物取引法、割賦販売法等の関連法令を整備し、適切な執行を行うことで、商取引の適正化を行う。

531の内数 506の内数 466の内数

平成２８年度実施施策に係る政策評価書
（経済産業省28-6-3）

政策名 ６　保安・安全 施策名

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等の
うち主なもの）

日本再興戦略改訂２０１５（平成２７年６月３０日閣議決定）

- - ▲272の内数

484の内数 531の内数 1,434の内数

予算の
状況

（百万円）

484の内数

執行額（百万円） 432の内数 447の内数

- -

達成

年度ごとの目標値

4
商品先物取引法の執行

状況

施策の進捗状況（実績） 目標値

28年度

立入検査数
 


割賦販売法の着実な
執行（立入検査、報

告徴収等）

28年度

商品先物取引法の
着実な執行（立入検
査、報告徴収等）

必要と認められる場合に事業者への立入検査、報告
徴収等を適切に実施することにより商品先物取引法を
着実に執行している。

達成

立入検査数
 


達成

測定指標

1
クレジット取引に関する

相談件数（百件）

実績値

達成

年度ごとの目標値

2
商品取引に関する相談

件数

実績値

3 割賦販売法の執行状況

施策の進捗状況（実績） 目標値

必要と認められる場合に事業者への立入検査、報告
徴収等を適切に実施することにより割賦販売法を着実
に執行している。



施策の分析

担当部局名 商務・サービスグループ 政策評価実施時期 平成29年8月

政策評価を行う過程に
おいて使用した資料そ
の他の情報

クレジット取引に関する相談件数と商品取引に関する相談件数については、全国消費生活情報ネットワーク・システム
（PIO-NET）より作成。

評
価
結
果

目標達成度合い
の測定結果

（各行政機関共通区分） 目標達成

（判断根拠） 割賦販売法、商品先物取引法の着実な執行が行われているため。

次期目標等への
反映の方向性

学識経験を有する者
の知見の活用

政策評価のあり方を検討する場として、「政策評価懇談会」を設置。その議論を踏まえて省としての政策評価体系や評
価の在り方を決定。

＜商品先物行政＞
・商品先物取引法の執行については、事業者への立入検査、報告徴収等を適切に実施した。また、昨年度に引き続き
商品先物取引の実態調査を行い、監督上注意すべき点の把握に努めた。

＜取引信用行政＞
・割賦販売法の執行については、事業者への立入検査、報告徴収等を適切に実施したことに加え、監督の基本方針の
改訂など、監督行政の透明性及び均一性確保並びに事業者における適切な事業運営の促進を図った。

＜商品先物行政＞
・商品先物取引法に関しては、業者への立入検査や、報告徴収等、引き続き適正な執行に努めていく。

＜取引信用行政＞
・割賦販売法に関しては、業者への立入検査や、報告徴収等、引き続き適正な執行に努めていく。


	サンプル

